
鹿 島 建 設 株 式 会 社
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社
三井住友海上火災保険株式会社
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本日の説明内容
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◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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横
浜
駅

横浜駅
東口地区
(68街区) 中央地区50街区

(18～67街区)

新港地区17街区
(1～17街区)

事業の目的
配慮書p.3~4

4

昭和63 年7 月
「みなとみらい21 街づくり基本協定」締結

計画区域（58街区）

参考：みなとみらい21 新港地区街並み景観ガイドライン
みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン
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事業の目的
配慮書p.3~4

5

昭和63 年7 月
「みなとみらい21 街づくり基本協定」締結

平成元年10 月
「みなとみらい21 中央地区地区計画」都市計画決定

平成24 年1 月
「横浜都心・臨海地域」として

特定都市再生緊急整備地域に指定

計画区域の位置
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配慮書p.2

計画区域

新高島駅

みなとみらい21中央地区
地区計画区域

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号）
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資料：「地区計画地区一覧」（横浜市都市整備局みなとみらい21推進課ホームページ）

配慮書p.3~4
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ビジネスゾーンB

事業の目的
みなとみらい21中央地区地区計画範囲

資料：「地区計画地区一覧」（横浜市都市整備局みなとみらい21推進課ホームページ）

配慮書p.3~4
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「新たなワークスタイルを実現する業務機能」

街を訪れる人々にとって
未来への期待が溢れる夢のある施設づくり

「横浜の新名所となるにぎわい機能」

事業の目的
みなとみらい21中央地区地区計画範囲

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



計画区域の現況

9
計画区域南西端より撮影（平成30年4月11日撮影）

計画段階
事業者の氏名

鹿島建設株式会社
代表取締役社長 押味至一

住友生命保険相互会社
代表執行役 佐藤義雄

三井住友海上火災保険株式会社
代表取締役 原典之

事業の名称 (仮称)横濱ゲートタワープロジェクト

事業の種類、
規模

高層建築物の建設（第2分類事業）
建築物の高さ ： 約114m
延べ面積 ： 約86,000㎡

計画区域 横浜市西区高島一丁目2番50ほか
10

事業の概要
配慮書p.1
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延べ面積 ： 約86,000㎡

計画区域 横浜市西区高島一丁目2番50ほか
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事業の概要
配慮書p.1

計画段階
事業者の氏名

鹿島建設株式会社
代表取締役社長 押味至一

住友生命保険相互会社
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事業の名称 (仮称)横濱ゲートタワープロジェクト

事業の種類、
規模

高層建築物の建設（第2分類事業）
建築物の高さ ： 約114m
延べ面積 ： 約86,000㎡

計画区域 横浜市西区高島一丁目2番50ほか
12

事業の概要
配慮書p.1
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計画段階
事業者の氏名
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三井住友海上火災保険株式会社
代表取締役 原典之

事業の名称 (仮称)横濱ゲートタワープロジェクト

事業の種類、
規模

高層建築物の建設（第2分類事業）
建築物の高さ ： 約114m
延べ面積 ： 約86,000㎡

計画区域 横浜市西区高島一丁目2番50ほか
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事業の概要
配慮書p.1
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横浜三井ビルディング

みなとみらい線
新高島駅

みなとみらい本町小学校

国
道
１
号

施設配置図
配慮書p.5~7

低層部 ３階（約15ｍ）

高層部 21階（約114ｍ）

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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横浜三井ビルディング

みなとみらい本町小学校

国
道
１
号

施設配置図
配慮書p.5~7

みなとみらい線
新高島駅

空
地

空
地
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横浜三井ビルディング

みなとみらい本町小学校

国
道
１
号

施設配置図
配慮書p.5~7

みなとみらい線
新高島駅
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横浜三井ビルディング

みなとみらい本町小学校

国
道
１
号

施設配置図
配慮書p.5~7

みなとみらい線
新高島駅

高島２丁目歩道橋

18

凡例

業務施設

店舗等

にぎわい施設

駐車場等

隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

約114ｍ

約16ｍ

施設断面図
配慮書p.8

21階

みなとみらい
本町小学校
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◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



国
道
１
号

市道高島台
241号線
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凡例

計画区域

入庫ルート

出庫ルート

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号）

交通計画：車両走行ルート
配慮書p.9~10

新高島駅

交通計画：歩行者ルート

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号） 20

凡例

計画区域

ペデストリアンデッキ

地上通路

地下通路

配慮書p.9,11

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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事業スケジュール案

平成29年度～平成30年度
基本設計、実施設計、関係行政協議

平成31年春頃～平成33年秋頃
建設工事

平成33年秋頃
供用開始
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配慮書p.16

22

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



鉄道の状況

23

新高島駅

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号）

配慮書p.40~41

主要道路網の状況

24

国
道
１
号

市道高島台
241号線

市道高島台
288号線

市道高島台292号線

市道高島台242号線

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号）

配慮書p.37~38
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教育機関等の状況
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0ｍ 100ｍ

も、の保育園
みなとみらい

ポピンズナーサリー
スクール横浜

横浜みなとみらい
保育園

みなとみらい
本町小学校

この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。（横浜市地形図複製承認番号平30建都計第9101号）

配慮書p.43~45

土壌汚染の状況

26資料：「横浜市記者発表資料」（平成29年10月20日、財政局資産経営課・都市整備局みなとみらい21推進課）を加工

配慮書p.68~70
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◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



27

横浜市環境配慮指針：高層建築物の建設に関する配慮事項の要点
（１）-1 計画地の選定や施設配置等の検討に当たり、周辺環境への影響低減
（１）-2 生物の生息生育環境の保全や、景観機能等を考慮し、地域の分断や改

変の回避
（１）-3 温室効果ガスの排出削減を計画段階から検討
（２）環境資源等の現況把握
（３）安全な工事計画の検討、市民への情報提供
（４）環境負荷低減や、水とみどりの環境形成に関する法令や条例等の遵守

■基本的な配慮事項

28

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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横浜市環境配慮指針：高層建築物の建設に関する配慮事項の要点
（５）建物や敷地の緑化による生物の生息生育環境の確保
（６）エネルギー使用の合理化、未利用エネルギーの積極的な活用
（７）建設資材や設備等のグリーン購入や、グリーン電力の導入検討
（８）運輸部門における二酸化炭素の排出抑制
（９）ライフサイクルを通じた温室効果ガスの低減
（１０）ヒートアイランド現象の抑制に努める
（１１）景観として、周辺建物との連続性や後背地との調和を図る
（１２）大雨等による浸水を可能な限り生じさせない構造や、避難設備の採用
（１３）駐車場整備による交通集中の回避、歩行者の安全・利便性への配慮
（１４）風害、光害等の影響の低減
（１５）地域に親しまれた施設の移転、文化財の消滅、地域の分断の回避
（１６）廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用等

■本事業に係る配慮事項

29

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

横浜市環境配慮指針：高層建築物の建設に関する配慮事項の要点

（17） 地震やそれに起因する液状化等の災害に対する安全性の確保の検討

■事業特性及び地域特性を踏まえ、追加した配慮事項

30

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



計画地の選定や施設配置等の検討に当たり、
周辺環境への影響低減
隣接街区の建築物と壁面線を揃えることで、調
和の取れた都市景観の形成と風の道の構築に寄
与していく。
低層部の建物高さをみなとみらい本町小学校の
高さと合わせることで、圧迫感の低減、風環境
の変化を抑制していく。

など

■基本的な配慮事項 (1)-1

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

31

配慮書p.96

生物の生息生育環境の保全や、景観機能等
を考慮し地域の分断、改変を避ける

「生物多様性横浜行動計画」や「みなとみらい
2050プロジェクトアクションプラン」等を踏
まえ、緑化にあたっては、生物多様性に配慮し
た都市構造の実現に寄与できるよう配慮してい
く。

■基本的な配慮事項 (1)-2

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

32

配慮書p.96

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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温室効果ガスの排出削減を
計画段階から検討する

建築設計や設備設計、供用後の施設運用など、
事業の様々な場面で温室効果ガス排出の削減に
資するよう配慮した計画としていきます。

■基本的な配慮事項 (1)-3

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

33

配慮書p.96

環境資源等の現況把握

計画段階配慮書の作成を通じ、地域の概況につ
いて情報を収集し、現況の把握に努めた。

■基本的な配慮事項 (2)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

34

配慮書p.97

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
◎この資料は「(仮称)横濱ゲートタワープロジェクト計画段階配慮書」の内容を抜粋したものです。



安全な工事計画の検討、市民への情報提供

工事計画の策定にあたっては、安全な工法や工
程等を検討する。
標識の設置や、近隣住民等への説明など、情報
の提供に努める。
隣接するみなとみらい本町小学校などの児童の
登下校に特に注意を払う。

など

■基本的な配慮事項 (3)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

35

配慮書p.97

環境負荷低減や、水とみどりの環境形成に
関する法令や条例等の遵守
環境関連の法令、条例、指針等に従い、環境の
創造や環境負荷低減に資する計画とする。
建築物総合環境評価システム（CASBEE 横浜）
において、Ｓランクを目指す。

など

■基本的な配慮事項 (4)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

36

配慮書p.97

◎この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので取扱いにご注意願います。
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建物や敷地の緑化による生物の生息生育環
境の確保
法令等で必要となる基準以上の緑化面積を確保
する。
緑陰を効果的に形成させる高木等の適切な配置
を検討する。
生物多様性の観点から、単一種や同一規格によ
る大規模な植栽を避けつつ、生き物を誘う樹木
や食草の配置に配慮する。 など

■本事業に係る配慮事項 (5)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

37

配慮書p.98

エネルギー使用の合理化、
未利用エネルギーの積極的な活用

省エネルギー機器の導入検討
設備機器の冷媒への配慮
自然採光の活用
高効率電気機器、LED 照明の採用
自然換気システム、高性能Low-Eガラスの採用
地域冷暖房設備の導入 など

■本事業に係る配慮事項 (6)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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建設資材や設備等のグリーン購入や、
グリーン電力の導入検討

建設資材や設備等の確保に際し、グリーン購入
に努める。
グリーン電力の導入について検討する。

■本事業に係る配慮事項 (7)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

39

配慮書p.98

運輸部門における二酸化炭素の排出抑制

従業員は原則として公共交通機関による通勤を
推進する。
歩行者の利便性に配慮した歩行者動線ネットワ
ークの形成に貢献していく。
敷地周辺の歩道と一体となった空間整備してい
く。

など

■本事業に係る配慮事項 (8)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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ライフサイクルを通じた温室効果ガスの低減

建物の耐久性の向上・長寿命化に資する
高強度コンクリートや制振構造等の採用
省エネルギー機器の導入検討
設備機器の冷媒への配慮
BEMSの運用・導入

など

■本事業に係る配慮事項 (9)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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ヒートアイランド現象の抑制に努める

周辺街区との調和に配慮しつつ、隣接街区と壁
面線を揃えていくことで、地区全体で形成され
る風の道の構築に寄与していく。
低層部の屋上に緑化を施すことで構造物からの
輻射熱の軽減を図る。
緑陰を効果的に形成させる高木の適切な配置を
検討する。

など

■本事業に係る配慮事項 (10)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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景観として、周辺建物との連続性や後背地
との調和を図る
「みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイ
ドライン」などを踏まえ、周辺街区と調和した
街のにぎわいなどの創出、コミュニティの形成
に寄与できる空間づくりに努める。
隣接街区の建築物と壁面線を揃えるとともに、
外壁に凹凸をつけて分節化を図ることで、圧迫
感の軽減と、調和の取れた都市景観を形成して
いく。 など

■本事業に係る配慮事項 (11)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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大雨等による浸水を可能な限り生じさせな
い構造や、避難設備の採用
電気・通信諸室といった重要設備室を2 階以上
に設置する。
人が常時利用する場所が浸水しないように、床
の高さを浸水のおそれのないレベルに設定する
等、大雨や洪水、高潮などに対する対策に配慮
していく。

■本事業に係る配慮事項 (12)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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駐車場整備による交通集中の回避、歩行者
の安全・利便性への配慮
駐車場の整備にあたっては、各種指針に基づく
必要台数を確保する。
自動車交通の円滑化、路上駐車の防止のため、
駐車場への適切な経路誘導に努める。
関連車両の出入りについては、施設案内などに
よる施設利用者への周知により、左折イン左折
アウトを徹底させる。 など

■本事業に係る配慮事項 (13)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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風害、光害等の影響の低減

計画建築物の下部に基壇部を設けることで、高
層建築物からの吹きおろし風による地上部への
直接的な流れ込みを抑制させる効果を得る。
必要に応じて防風効果のある植栽の適切な配置
を検討する。
人に優しい外構照明計画、にぎわいを演出し、
安全性を確保する適切な照度を計画する。

など

■本事業に係る配慮事項 (14)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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地域に親しまれた施設の移転、
文化財の消滅、地域の分断の回避

地域の住民に親しまれた施設の移転や、文化財
の消滅・移転、地域の分断はありません。

■本事業に係る配慮事項 (15)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

47

配慮書p.101

廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用等

廃棄物の分別の徹底と適正な処理・処分を実施
する。
構造計画、施工計画の工夫により、掘削土を減
らし、土砂搬出に伴う工事用車両の台数を極力
減らす。 など

■本事業に係る配慮事項 (16)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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■工事中

入居テナント等に対し、廃棄物の排出抑制の協
力や分別排出の徹底を促す。 など

■供用時
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地震やそれに起因する液状化等の災害に対
する安全性の確保の検討
計画建築物には制振ダンパーを設置し、地震時
の建築物本体の損傷を軽減していく。
長周期地震動を模擬した地震動を設計用地震動
に加え、設計検討を進めていく。
ボーリング調査結果を踏まえ、必要に応じた適
切な液状化対策を検討する。

など

■事業特性及び地域特性を踏まえ、追加した配慮事項 (17)

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容
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現在のイメージであり、今後、変更する可能性があります。
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